
 

京都府景観資産登録提案書 

令和  年  月  日 

 

  京都府知事 西脇 隆俊 様 

 

                                    提案者    

                            

                                                         

 

                          連絡先 

 

  京都府景観条例第12条第３項の規定により、下記物件（区域）を京都府景観資産とし

て登録を行うよう、関係書類を添えて提案します。 

 

記 

 

種    類 建造物等  ・  建造物等を含む区域 

名    称   

所 在 地  等   

所 有 者 等  

内容及び他の制度に 

よる指定内容 
 

提  案  理  由  

 


